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サポインの目的と活用

（地独）東京都立産業技術研究センター　
　開発本部　第二開発部　表面技術グループ

　　木下　稔夫
　　　（工業塗装高度化協議会アドバイザー）
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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
：中小ものづくり高度化法（通称：サポイン法　平成18年4月） 

1.サポインの目的

ものづくりを支える中小企業が、我が国製造業の国際競争力強化や
新たな事業の創出にとって必要不可欠な存在。

中小企業の担うものづくり基盤技術の研究開発及びその成果の利用
への支援を通じて、その高度化を図る。

我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を通じて、
国民経済の健全な発展に寄与する。
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＊）平成24年 第２回国家戦略会議資料「新産業・新市場の創出に向けて」
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＊）平成24年 第２回国家戦略会議資料「新産業・新市場の創出に向けて」
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特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年4月改正） 

・国が特定ものづくり基盤技術として下記の技術を指定。
・各技術ごとに「中小企業が目指すべき技術開発の方向性」を
　取りまとめた高度化技術指針を策定。

H24に追加
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法律の仕組み・流れ

 特定ものづくり
基盤技術の指定

国が特定ものづくり基盤技術として、22技術（H24に塗装が追加）を指
定。

 指針（技術別
指針）の策定

国が特定ものづくり基盤技術ごとに、当該技術を活用して最終製品を
製造する大企業・発注企業のニーズを十分整理し、「中小企業が目指
すべき技術開発の方向性」を取りまとめた将来ビジョンを策定。

 研究開発等計
画の作成・認定

「指針」に基づいて、中小企業が（他の事業者と協力して）自ら行う研
究開発計画を作成し、個別に経済産業大臣が認定。

 認定企業への
支援

○研究開発支援
・戦略的基盤技術高度化
　支援事業（サポイン事業）

法認定を受けた計画は、サ
ポイン事業への提案が可
能。

○資金面の支援
・日本政策金融公庫の低利融資
・中小企業信用保険法の特例
・中小企業投資育成株式会社法
　
　の特例
・特許料などの軽減



72011. All rights reserved.©

塗装に係る技術指針の概要
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２.サポインの活用

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）への提案申請

○概要・目的
　塗装、高機能化学合成等の２２技術分野の向上につながる研究開発
　から試作までの取組みを支援すること。

○対象事業
　「中小企業ものづくり基盤技術高度化に関する法律」に基づく認定を
　受けた研究開発

○研究開発期間　　
　２年度又は３年度

○研究開発規模
　•初年度４，５００万円以下（税込み）
　•２年度目初年度の契約額の２/３以下
　•３年度目初年度の契約額の１/２以下
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＊）「佐野　徹：中小ものづくり高度化法の概要と制度の活用について」より引用
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開発テーマ：高耐久性塗膜形成技術の鉄道部品の長寿命化への応用開発 

鉄道産業

川下産業

鉄道部品メーカー
（アドバイザー）

中小企業群

　Ａ社、Ｂ社、Ｃ社
・高耐食性、耐候性
　技術　　

塗装技術

高機能化のための技術向上
　高耐久性塗膜の形成技術

・鉄道部品の長寿命化を可能に
する高耐久性塗膜形成技術の
開発

高度化目標

塗膜性能向上
　塗膜の長期耐久性（耐候性、
　耐食性等） 

・塗装前処理と塗膜形成の最
　適化技術の確立
・塗膜耐久性の評価手法と実

　験結果のデータベース作成　

研究開発の実施方法

研究機関等

Ｄ大学

塗装最適化
前処理技術

Ｅ公設研究機関

塗膜
評価手法の確立

応用展開例 ■鉄道車両の外装部品（鉄道用塗装部品）　　　■その他の分野（自動車・建築部材等）

共同研究体

●塗装技術分野における研究開発設定事例

アドバイス

課題・ニーズ
高機能化
　長寿命化
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●塗装技術において特定研究開発等を実施するにあたって配慮すべき事項 
　厳しい内外環境を勝ち抜く高い企業力を有する自律型中小企業へと進化するため
には、中小企業者は、以下の点に配慮しながら、研究開発に積極的に取り組み、中
核技術の強化を図ることが望ましい。

 （１）今後の塗装技術の発展に向けて配慮すべき事項 

　　①産学官の連携に関する事項 

　　②人材確保・育成及び技術・技能の継承に関する事項 

　　③生産プロセスの革新に関する事項 

　　④技術体系・知的基盤の整備、現象の科学的解明に関する事項 

　　⑤知的財産に関する事項 

（２）今後の塗装業界の発展に向けて配慮すべき事項 

　　①グローバル展開に関する事項 

　　②取引慣行に関する事項 

　　③サービスと一体となった新たな事業展開に関する事項 

　　④事業の継続に関する事項 

　　⑤計算書類等の信頼性確保、財務経営力の強化に関する事項 
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塗装のネットワーク構築に向けて

塗装

日本塗装工業会 ㈳

日本パウダーコーティング協同組合 

日本塗料商業組合 

日本塗装技術協会 
色材協会 ㈳

表面技術協会 ㈳

日本塗料工業会 ㈳

㈶日本塗料検査協会 

日本工業塗装協同組合連合会 日本塗装機械工業会 

 工業塗装ネットワーク  工業塗装ネットワーク 

サポイン認定

その他  塗装関連団体 

産業技術総合研究所

地方公設試験研究機関大学

㈳日本防錆技術協会 
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ご静聴ありがとうございました。
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